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県議会の政策決定の仕組み
政策の立案・提言と決定

知事などによる
執行

そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
を
相
互
に
関
連
づ
け

一
つ
の
サ
イ
ク
ル
と
し
て
動
か
し
て
い
く
こ
と
で

政
策
の
質
を
高
め
て
い
き
ま
す

課題の把握と設定

政策の監視・評価

課題の把握
　県民の皆さんから広くご意見を伺ったり、現地を調査したりします。

◆ みえ現場de県議会
（→４面）

◆ みえ高校生県議会

◆ 県内外調査
◆ 請願の審査
◆ 参考人の招致

課題の設定
　専門家の意見等も参考にして課題の設定を行います 。

◆ 常任委員会における重点調査項目の設定
年度ごとに、重点的に調査する項目を設定します。

◆ 議員勉強会
県政を取り巻く諸課題の中から、特に知識の取得と議員間の知識の
共有化を図っていくことが必要と思われるテーマを選定し、外部有識者
等を招いた議員勉強会を、平成２６年度から実施しています。

＜令和２年度三重県議会議員勉強会＞

政策の立案

政策の提言

　県民の皆さんのご意見をもとに、政策をつくります。

　本会議や委員会を通じて、政策提言を行います。

◆ 議員提出条例の検討・提案
知事から提出された議案を審議するだけでなく、住民本位の立場から、

県民福祉の向上に役立つ政策について、議員自らが条例を検討・提案し
ます。
三重県議会では、１５本の政策に係る議員提出条例を制定しており、最

近における政策に係る議員提出条例には、次のようなものがあります。

◆ 本会議での代表質問・一般質問
当局に対し、県政全般に関する質問や政策提言を行います。

◆ 本会議での審議・議決

◆ 委員会での審査・調査
議案・請願などの審査や担当す

る分野に関する事項などの調査を
します。
重要な議案などについては、参

考人を招致し、関係者や学識経験
者などから意見を聴きます。
これらの審査・調査を通じて、県
当局に対し、政策提言を行います。

政策の決定
予算や県の基本的な計画、条
例の制定・改正など、県の重要な
事項を決定します。

　知事などの事務の執行について、監視・評価を行います。

◆ 本会議での代表質問・一般質問 ◆ 委員会での審査・調査
◆ 文書による質問

　本会議場での質問だけ
でなく、文書による質問
を行うこともできます。

◆ 決算の審査・成果レポートの調査
　決算審査や成果レポ
ートの調査などを通じ
て、翌年度の県の経営
方針や当初予算編成
につなげます。

「障がいの有無にかかわらず誰もが共に
暮らしやすい三重県づくり条例」を検討す
る特別委員会の様子

三重県手話言語条例
（平成２８年６月３０日議決）

障がいの有無にかかわらず
誰もが共に暮らしやすい
三重県づくり条例
（平成３０年６月２９日議決）

◆ 特別委員会等の設置
特定の課題について調査するために設置します。令和２年度は 「差別解
消を目指す条例検討調査特別委員会」や「三重県産材利用促進に関する
条例検討会」が設置されています（→２面）

令和２年度県内調査の様子

第１回勉強会の様子

平成３０年度みえ高校生県議会の様子

※令和２年度みえ高校生県議会は、新型
　コロナウイルス感染症の感染拡大防
　止のため中止することとしました。

特別委員会での参考人招致の様子

本会議での採決の様子

本会議での一般質問の様子 令和２年版成果レポートに対する
知事への申し入れの様子

令和元年度第２回
みえ現場de県議会の様子

テーマ「若者の県内定着の促進」

令和元年度第1回
みえ現場de県議会の様子
テーマ「水産業の振興」

第1回（令和２年７月１３日開催）
テーマ：「自治体におけるデジタル
トランスフォーメーション（DX）の
推進について」
　デジタルトランスフォーメーション（DX）
　…ＩＣＴの浸透が人々の生活をあらゆる
　　面でより良い方向に変化させること。
※この議員勉強会は Ｗｅｂ会議システム
　を活用して行われました。


